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令和８年２月６日

研究開発戦略推進部
 研究開発企画課

事業間連携・企業導出の強化、
性差を考慮した研究開発の推進
等について
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事業間連携・企業導出の強化について
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「AMEDの果たすべき役割」-政府における検討-

➢ 創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議 中間とりまとめ（令和6年5月）
AMEDの研究開発支援において、各省庁に紐づく施策・事業の間に壁が存在するという指摘を真摯に受け止め、
基礎・応用研究の段階から創薬という開発目的を見据えたプロジェクトを推進するため、資金の配分先や使い
方、ファンディングの仕組み等について検討を行うべきである。

➢ 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月閣議決定)
AMEDに対する研究開発支援について、調整費の柔軟な活用により、各省補助等事業の間の連携を確保し切れ目
ない支援を行うとともに、事業の検討段階から出口志向の研究開発マネジメントを行うことによって、大学等
が持つ有望な創薬シーズの企業への引き渡しを加速する。

➢ 健康・医療戦略（令和7年2月閣議決定）
AMED が支援する研究開発から生まれた優れたシーズの実用化を加速するため、各府省庁に紐づく様々な支援事
業について、事業間をつないで連続的に研究開発を支援する仕組みを構築し、企業の開発に受け渡す仕組みを
導入する。このため各府省庁補助等事業の間で連続的な支援も行うようファンディングの仕組みを見直し、調
整費を機能強化するとともに、採択プロセスを柔軟に運用するペアリング・マッチングの仕組みを導入して実
施する。

➢ 医療分野研究開発推進計画（令和7年2月健康・医療戦略推進本部決定）
優れたシーズの実用化を加速するため、各府省庁に紐づく様々な支援事業について、事業間をまたいで連続的
に研究開発を支援する仕組みを構築し、企業の開発に受け渡す仕組みを導入する。

➢ 医療分野の研究開発関連の調整費に関する配分方針（令和7年2月一部改正）
（１）配分方針
① 現場の状況・ニーズに対応した予算配分（理事長裁量型経費）
（ウ）機構の理事長が、PD等の意見を勘案して、優れたシーズの創出又は実用化の加速に向け、事業間をつな
いで連続的に支援すること又は企業への導出を支援することが有効と判断した研究開発課題を推進するための
施策について配分

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/souyakuryoku/index.html
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2024/1122_taisaku.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/ketteisiryou/kakugi/r070218senryaku.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/ketteisiryou/dai49/20250218_suisinkeikaku.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/ketteisiryou/dai49/20250218_haibunhousin.pdf
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ＡＭＥＤの研究開発支援の見直しについて
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事業間連携（ペアリング・マッチング）の推進

〇事業間連携・企業導出を推進するため、令和７年度から、切れ目のない連続した支援を行
うための新たな仕組み（ペアリング・マッチング）を構築し導入する。

ペアリング・マッチングの導入

ペアリング：あらかじめ連続的支援の対象となる対象事業（先行事業と後継事業）を設定した上で、先行事業の採択時に
ペアリング対象課題として選定する。当該課題を後継事業へ連続的に支援するにあたっては、AMED内のペア
リング審査により後継事業への連続的支援の可否判断を行う。

マッチング：あらかじめ連続的支援の対象となる対象事業を設定せず、AMEDの支援を受けている課題（先行事業）からの
連続的支援に適した事業をマッチング候補事業（後継事業）として選定する。当該課題を後継事業に繋げる
にあたっては、AMED内のマッチング審査により後継事業への連続的支援の可否判断を行う。

切れ目のない支援を行うための仕組み（赤線）

（必要に応じて）
調整費による研究開発

公募・応募 評価・採択 事業 公募・応募 評価・採択 事業
企業導出
（実用化）

審査 調整費

上記の他、AMEDにおいて、以下の支援の強化をあわせて行う。
• 情報収集・分析（研究動向・ニーズ・インパクトの分析・調査、成功・失敗要因分析、情報収集ネットワークの構築）
• 出口戦略立案の強化
• 事業や担当部局の壁を越えた横断的マネジメントや実用化にむけた伴走支援の強化



Copyright 2026 Japan Agency for Medical Research and Development. All Rights Reserved.

性差を考慮した研究開発の推進について
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性差を考慮した研究開発の推進

3.1 世界最高水準の医療の提供に資する医療分野の研究開発
(5) 全８統合プロジェクトに共通する取組  ⑤ その他の取組事項
・ 成果の社会実装段階で、体格や身体の構造と機能の違いなど性差による不適切な影響が及ぶ恐れが生じないよう、ジェンダード・

 イノベーションの概念を取り入れ、計画段階から研究開発のプロセスに性差分析を組み込む等の対応を行う。

第３期医療分野研究開発推進計画(2025年2月 内閣府）
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性差を考慮した研究開発の推進

なぜ 「性」を変数として考慮するのか？

➢ 性による違い（性差）が、健康に寄与していることを示す証拠が多く存在し、性差が疾患の発症リスク、治療の効果と副
作用等に影響を与えることが明らかになっている。

➢ 1997年から2000年の間には、健康に有害と判定されて米国市場から撤退した10品目の医薬品のうち、抗ヒスタミン薬
や糖尿病治療薬など8品目が、男性に比べ女性に対する有害事象発生率が有意に高いことが報告されている 。これは
臨床試験において女性被験者数が少なく、かつ動物実験ではオスのマウスを使うことが多かったため、臨床試験で女性が
薬を服用した後に健康問題を発症するリスクが高いことが明らかにされていなかったことが理由だった。

➢ 社会実装の段階で不適切な影響が生じないよう、あらゆる研究開発プロセスで「性」を変数として考慮することが重要。

➢ ただし、すべての研究において考慮する必要があるとは限らない。性差がない現象（純粋な分子間の相互作用、分子構
造の解析など）や性別特異的な疾患の発症機序（精巣がん）、研究試料が非常に限定されている希少疾患の研究
等、性差の考慮が不要、あるいは性差を考慮しないことが許容される場合もある。 

SEXとGENDER:基本的な考え方

SEXとGENDERを区別し両視点を持つことが必須

SEX GENDER

“SEXは、人のみならず、研
究対象となる細胞・臓器・
生物などについても、性別と
して区別し、研究計画が立
てられなければならない”

・生物学的な性別(染色体、性ホルモン、
身体的構造、臓器、生理的な違い等に基
づき決定される)
・出生時に登録された性別（出生時に主
に外性器等から判断される。ただし、性
分化疾患等の場合は、思春期以降に登録
された性と生物学的性とが異なることが
判明することがある。）

社会的・文化的性
自己で自認する性

※トランスジェンダー等含む
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AMEDの取組方針【公募要領、申請書雛形の改訂（令和７年度→令和８年度）】

性差を考慮した研究開発の推進

➢ 令和７年度においては、「性」を変数として考慮することの重要性を周知

➢ 性差としては、「生物学的性（SEX）」と「社会的・文化的性（GENDER）」の両視点を持つことが

重要であるが、AMEDでは事業共通的な段階的な取組として、令和８年度公募要領／研究開

発提案書雛形を以下のとおり改訂

１１．本研究開発課題を実施する上で特に考慮すべき事項等

（６）性差を考慮した研究開発の推進について
AMEDが支援する研究開発においては、性差が研究対象や成果に影響を与える可能性がある場合、これを適切に考慮することが望まれます。
なお、性差としては、「生物学的性（SEX）」と「社会的・文化的性（GENDER）」の両視点を持つことが重要であり、AMEDでは事業共通的な取
組を段階的に進めていきます。令和8年度においては、「生物学的性（SEX）」に着目しますので、本項目では、 「生物学的性（SEX）」に基づき
記載をお願いします。（ https://www.amed.go.jp/program/list/18/01/seisakenkyu.html ）

以下の①②のうち、いずれか１つを選択してください。残りは削除してください。
①性差を考慮する必要があると判断した
②性差を考慮する必要が無いと判断した

以下に選択の理由を記載してください。
（理由）
○○○

※重要ポイントとなる点を赤字で記載

https://www.amed.go.jp/program/list/18/01/seisakenkyu.html
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これまでの経緯とAMEDでの取組状況：WEBサイトの公開(開設日：2024年8月２日）  
性差を考慮した研究開発の推進

（ https://www.amed.go.jp/program/list/18/01/seisakenkyu.html ）

研究開発企画課 性差を考慮した研究開発の推進

性差を考慮した研究開発に関する政府、省庁、機関の主要政策タイムライン

日本の政策・取組み

海外の取組み

‘Sex and Gender Equity in Research – SAGER – guidelines’ (SAGERガイドライン)AMED公募要領及び研究開発提案書に関する説明

関連資料

イベント

https://www.amed.go.jp/program/list/18/01/seisakenkyu.html
https://www.amed.go.jp/program/list/18/01/seisakenkyu.html
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公募カレンダーの活用について
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分かりやすい公募情報の発信（年間公募カレンダー）

年間の公募案件の全体像の見える化（年間公募カレンダーの作成）

【URAからの要望】
• 縦軸に公募、横軸に月の表で且つ創薬基盤、医工連携といったグループ別に１枚紙の年間公募
予定のカレンダーがあると良い

• HPの公募検索機能を知っているが公募開始から1ヶ月だけではタイムライン的に間に合わない。

AMED事業 令和７／８年度公募カレンダー 令和７年度 公募予定 公募期間（確定） 令和８年度 公募予定 公募期間（確定）
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January February March April May June

AMED研究倫理・社会共創推進プログラム
R7/8年度に予定されている公募はあ
りません

医工連携グローバル展開事業 ● ● ● ● ●

医工連携・人工知能実装研究事業 ● ● ●

移植医療技術開発研究事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12月下旬

医薬品等規制調和・評価研究事業
（レギュラトリーサイエンス）

●

医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業（医療高度化に資するPHRデータ
流通基盤構築事業）

R7年度の公募は終了/R8年度に予定
されている公募はありません

●

医療機器開発推進研究事業 ● ● ● ●

医療機器等研究成果展開事業 ● ● ● ●

医療研究開発革新基盤創成事業 （CiCLE：Cyclic Innovation for Clinical
Empowerment）

R7/8年度に予定されている公募はあ
りません

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

採択情報
（リンク付）

採択情報
（リンク付）

事業名
(五十音順／関連HPへのリンク付)

備考
（｢公募開始｣｢公募中｣の表
示には公募ページへのリン

クあり）

プロジェクト
疾患領域

開発フェーズ

直近の公
募予定の
開始月

令和７年 令和８年ライフ
コース

10 11 12 1 2 3 4 5 6November DecemberOctober

https://www.amed.go.jp/content/000117274.xlsx

https://www.amed.go.jp/content/000117274.xlsx
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類似研究の探索について
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AMED研究開発課題データベース・データブック

【AMEDfind（AMED funding for innovation database）】https://amedfind.amed.go.jp/amed/
• AMEDの助成により行われた医療研究開発の課題情報や研究成果情報を収録しています。

【AMEDデータブック】
・AMEDで支援している研究開発課題に
ついて、集計・分析しています。

https://www.amed.go.jp/i-
 analysis/koubo.saitaku_deta.html

https://amedfind.amed.go.jp/amed/
https://www.amed.go.jp/i-analysis/koubo.saitaku_deta.html
https://www.amed.go.jp/i-analysis/koubo.saitaku_deta.html
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フォローアップ調査への協力のお願いについて
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フォローアップ調査への協力のお願い

➢ AMEDが2015～2025年度までに支援を行った課題に関して、令和7年度に達成した成果等を把握するため、
AMEDの中長期目標に定められた、全統合プロジェクト共通のモニタリング指標に基づきアンケート調査を
実施しています。

➢ 課題を担当した研究代表者等に対して、下記委託調査会社からメールを送信していますので、令和8年3月
中旬までに回答をいただきますようお願いします。

➢ 調査結果は、AMEDの法人評価に活用する予定です。本調査への個別のご回答内容は AMED 内限りの
情報として取り扱います。集計結果の概要など、個別回答が特定されない形で、ウェブサイト等で公表する
予定です。なお、ご回答内容（顕著な成果等）を基に、AMED から個別にお問合せを行う場合があります。

【委託調査会社】
株式会社三菱総合研究所

【回答期間】
令和8年1月～令和8年3月16日

【全統合プロジェクト共通のモニタリング指標】
・シーズの企業導出数 
・治験に至った件数
(※AMED 支援による研究成果を活用して治験へ移行した課題、又はAMED支援により治験を実施した課題)
・優れたシーズの発展・継続支援件数（※事業間の連続的支援数。同一事業内での課題の受け渡しも含む。） 
・薬事承認・認証 
・医療等に実装された件数（薬事承認・認証を除く） 
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成果論文の謝辞記載の徹底について
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成果論文の謝辞記載の徹底

➢ 実績報告書において報告があった成果論文のうち
謝辞の記載率は31％

➢ 公募要領や事務処理説明書に記載のとおり、AMEDの支
援の成果であることと謝辞用課題管理番号を謝辞等に
必ず明記してください。

8.2 成果発表
研究開発成果等について外部発表等を行う場合、以下の記載例を参考に、AMED の支援の成果であることと謝辞用課題管理番号を謝辞等に
必ず明記してください。

• 「論文謝辞等における研究費に係る体系的番号の記載について：競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ（令和２年１月１４日）」の
中で「研究費毎に体系的番号を付与するとともに、論文の謝辞や論文投稿時において体系的番号を記載する」ことが求められています。

•  謝辞用課題番号とは、委託であれば委託研究開発契約書の先頭ページの右上、補助であれば補助金交付決定通知書の先頭ページの右上に
記載されている課題管理番号（16 桁）の左端から11 桁目までの先頭に”JP”の2 文字を付加した13 桁の文字列です。例えば課題管理番
号が21km0908001h0001である場合、謝辞用課題番号は JP21km0908001 となります。

＜英文＞
（記載例）This research was supported by AMED under Grant Number 【謝辞用課題番号】.
（実 例）This research was supported by AMED under Grant Number JP21km0908001.
＜和文＞
（記載例）本研究はAMED の課題管理番号【謝辞用課題番号】の支援を受けた。
（実 例）本研究はAMED の課題管理番号JP21km0908001 の支援を受けた。

事務処理説明書の記載

31%

69%

謝辞有り

謝辞無し

成果論文の謝辞記載率
（20１５～２０２３年発行分）

出典：AMEDの研究成果論文および内外の
公的研究資金配分機関の成果論文に関す

る論文分析に係る情報アップデート等

https://www.amed.go.jp/content/000125316.pdf
https://www.amed.go.jp/content/000125316.pdf
https://www.amed.go.jp/content/000125316.pdf
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